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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月17日(2009.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックハニカムから有機添加剤を除去する方法であって、
ハニカムは外壁およびハニカムの一方の端から他方の端に延びる流路を有し、
流路は両端の間の複数の交錯した薄い隔壁によって輪郭を定められており、
ａ）押出成形されたハニカムの両端に、外壁以下の気体透過度を有する部材を接触させて
、その部材でハニカムの両端に蓋をする工程、および
ｂ）有機添加剤を除去するのに十分な温度にハニカムを加熱する工程
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　加熱が酸化雰囲気で行われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　酸化雰囲気が空気であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　部材がセラミックまたは金属であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　部材がセラミックであることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　部材が気体を透過しないものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　部材が板であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　有機添加剤が酸化する温度範囲内において、流路内の同一の深さにおける、ハニカムの
中央の流路と外周の流路との最大温度差が、両端を板で蓋をしていないハニカムの温度差
よりも少なくとも５０％少ないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　温度差が少なくとも７０％少ないことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　有機添加剤が酸化する温度範囲内において、ハニカムの中央の流路内の温度がハニカム
の外周の流路よりも低い温度を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
　有機添加剤が有機結合剤からなることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　有機結合剤が、メチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシブ
チルセルロース、ヒドロキシブチルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒ
ドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセ
ルロース、ナトリウムカルボキシメチルセルロースまたはそれらの混合物であることを特
徴とする請求項１１の方法。
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